
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

乳幼児子育て世帯の経済的負担を支援し、児童福祉の向上を図ることを

目的とした事業です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

乳幼児紙おむつ支給事業 
のご案内 

（赤い羽根共同募金配分事業） 

 
 

【お問い合わせ】 
大宜味村社会福祉協議会 ☎44-3800 平良まで 
○この事業は、赤い羽根共同募金から使われています。 

 

○対 象：村内に在住する３歳以下の子育て世帯 
○支給品：紙おむつ (新生児・S・M・L・Big) 

 
 

支給までの利用の流れ 
① 申し込み  

社協事務所もしくは HP より申請書等の提出書類を

記入し、社協事務所へ提出。 

○提出書類 ①申請書  

②身分証等の写し 

（世帯に子どもがいるとわかる書類、［保険証、母子手帳等］ 

② 利用判定 決定した世帯には通知書を交付します 

 

③ 支給方法：社協事務局へ物品の受取をお願いします。 

④ 申込期限：3 月 25 日（月）まで 

http://www.city.muroran.lg.jp/main/org4600/rinyusyoku.html

